
横浜自動車整備（株）

（株）国土観光バス

（株）国土自動車整備

一定の要件を満たすグループ企業内

整備管理者が休暇等で不在の時は、補助者に業務を行わせることができます。

ただし、整備管理規程に業務の執行に係る基準を定め、これに基づきあらかじめ補助者を選任しておく必
要があります。※行わせることができる業務は、①運行の可否決定、②日常点検の実施の指導、等の日常点検に係る業務に限ります。

（株）国土観光バス

補助者
横浜次郎さん

● 資格要件（実務経験の自動車の種類の区分）の見直し

資格要件を、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に
関して2年以上の実務経験を有し、選任前研修を修了した者とする場合

・事業用自動車等
・自家用貨物自動車等
・二輪自動車
・自家用乗用自動車

の４種類
・二輪自動車
・二輪自動車以外の自動車 の２種類

・同種類の自動車とする区分を以下のとおり見直し

自動車運送事業者にあっては、自企業外の者を整備管理者に選任することが原則禁止されます。
（平成19年9月10日の改正通達の施行日より前に既に外部委託を行っている場合は、平成21年9月9日まで外部委託を継続することができます。）

ただし、委託先がグループ企業（登記簿、営業報告書等で確認します。）である場合には、以下の条件を満足している場合に
限り外部委託が認められます。
①グループ企業が一体となって輸送の安全確保に取り組む体制を確保するため、安全管理規程及び整備管理規程その他必要な規程類について、一定の

要件を満足していること。

②外部委託することについて、受託者及び受託者の雇用者又は事業場責任者が同意・承認していること。

③整備管理者が他の業務又は役職を兼ねている場合、その兼職内容及び兼職に係わる事業者間の距離が、整備管理者の業務を行うに支障とならないこと。

（株）国土観光バス

整備会社等の

従業員

国土太郎さん

整備管理者

国土太郎さん

整備会社等の

従業員

横浜次郎さん

● 整備管理者の補助者の扱いを明確化

● 整備管理者の外部委託は禁止

休暇等で不在の時

補助者に
・運行の可否決定

・日常点検の実施の指導

・日常点検に係る業務
に限り行わせることが可能

平成19年9月10日から施行

平成19年9月10日から施行

平成19年7月10日から施行

整備管理者制度が改正されます。

平成19年7月 関東運輸局

整備管理者

横浜次郎さん

注）自家用車（レン
タカーを含む。）に
ついては、従来ど
おり一定の要件の
下、外部委託は認
められます。

整備管理者

整備管理者

整備管理者
国土太郎さん



● 定期点検整備の実施計画及び点検整備記録簿の営業所への保存

定期点検整備の実施計画は、点検整備を実施した旨をその年月日等の情報とともに記載し、営業
所において保存すること。

点検整備記録簿の写し又は電子的記録等のこれと同等と認められるものを営業所において保存す
ること。

● 自家用自動車（レンタカーを含む。）の整備管理者を外部委託する場合の基準

自家用自動車の整備管理者の外部委託は、従来どおり、管理体制が以下の全ての条件に適合す
る場合に認められます。

・兼職する業務内容が整備管理規程等により明確であり、かつ、兼職することについて雇用者又は
事業場責任者が承認していること。

・兼職に係わる事業者間の距離が、それぞれの業務を行うに支障とならないこと。

・整備管理者が外部委託されている場合には、道路運送車両法施行規則第32条に定める業務のう
ち運行可否の決定、定期点検整備の実施の計画の策定、定期点検整備記録簿等の管理、自動車
車庫の管理並びに運転者等に対する指導監督について整備管理者を補助し、連携して車両管理を
行う、自企業の所属職員による整備責任者を設けていること。

・整備管理者が外部委託されている場合には、委託先の事業主との間に取り交わされた業務委託
の内容、責任等の内容が整備管理規程に明文化されていること。

平成19年9月10日から施行

平成19年9月10日から施行

参考

平成19年7月 関東運輸局

● 日常点検結果の記録及び整備管理者への報告の実施

日常点検及び運行の可否決定を適切に行うために
は、整備管理者が日常点検結果の履歴を管理し、そ
れに基づいて運行可否の決定及び日常点検実施者
の指導を実施することが必要。

日常点検を実施した際には、その結果を点検実施者
が記録したうえで整備管理者に報告するとともに、整
備管理者はその記録の保存・管理に努めること。
（例：日常点検表の作成、保存・管理）


